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東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
四
一
（
一
四
一
）　

は
じ
め
に

官
箴
書
と
は
、
科
挙
に
合
格
し
た
官
僚
が
地
方
長
官
と
し
て
赴

任
す
る
に
際
し
て
い
か
な
る
心
構
え
で
臨
み
、
何
を
ど
の
よ
う
な

方
法
で
処
理
す
れ
ば
よ
い
か
を
具
体
的
に
説
い
た
官
僚
心
得
で
あ

る
。
そ
れ
は
中
国
の
宋
代
に
始
ま
り
、
と
り
わ
け
十
七
世
紀
以
降

盛
ん
に
刊
行
さ
れ
て
飛
躍
的
に
発
展
す
る
と
と
も
に
、
日
本
、
朝

鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
諸
国
に
伝
播
し
、
十

九
世
紀
前
半
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
も
独
自
の
も
の
が
成

立
す
る
に
至
っ
た
。

中
国
官
箴
書
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
研
究
や
個
々
の
官
箴
書
の

解
題
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
比
較
的
多
く
行
わ
れ
て
き
た
が）

1
（

、
東

ア
ジ
ア
の
中
国
周
辺
諸
国
の
官
箴
書
ま
で
を
も
包
括
的
に
扱
っ
た

先
行
研
究
は
筆
者
の
知
る
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
ま
ず
中
国
官
箴
書
の
特
徴
を
述
べ
、
次
に
そ
れ
が
統
治
機
構

や
政
治
形
態
が
異
な
る
と
は
い
え
、
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
属
し
、

中
国
文
化
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
き
た
日
本
で
ど
の
よ
う
な
形

で
受
容
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
の

中
国
周
辺
諸
国
で
独
自
に
作
ら
れ
た
官
箴
書
を
紹
介
し
、
そ
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
官
箴
書
と
い
う
書
物
が
東
ア
ジ

ア
一
帯
に
普
及
し
た
意
味
を
総
合
的
に
考
察
し
た
い
と
思
う
。

一　

中
国
官
箴
書
の
特
徴

官
箴
書
の
「
官
箴
」
と
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
は
、
官
僚
に

対
す
る
箴
言
、
す
な
わ
ち
忠
告
や
告
戒
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
「
官
箴
」
は
中
国
の
官
僚
制
の
誕
生
と
と
も
に
古
く
か
ら
出

現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
官
箴
書
と
い

う
書
物
が
広
く
出
版
さ
れ
一
般
に
普
及
す
る
の
は
宋
代
が
最
初
で

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

山　

本　

英　

史
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二
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あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

宋
代
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
は
新
儒
教
の
精
神
に
基
づ
い

た
官
僚
道
徳
規
範
の
提
唱
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）

2
（

。

ま
た
「
官
箴
書
は
清
代
に
お
い
て
一
つ
の
高
峰
に
達
し
た
」
と
い

わ
れ）

3
（

、
そ
の
よ
う
な
一
貫
し
た
流
れ
が
清
代
の
隆
盛
を
導
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
歴
代
の
官
箴
書
に
は
官

僚
道
徳
規
範
だ
け
で
な
く
、
官
僚
が
実
際
に
地
方
統
治
を
営
む
に

当
た
っ
て
の
金
言
や
忠
告
、
実
務
便
覧
、
文
書
書
式
な
ど
が
ふ
ん

だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
実
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
一

面
を
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
官
箴
書

に
お
け
る
固
有
の
特
徴
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
一
般
に
官
箴
書
と
よ
ば
れ
る
書
物
の
内
容
に
は
、
前

述
の
よ
う
に
文
字
通
り
の
官
箴
を
並
べ
た
官
僚
道
徳
規
範
と
、
撰

者
自
身
の
実
践
体
験
か
ら
得
た
業
務
形
式
と
内
容
の
解
説
お
よ
び

そ
の
実
践
を
通
し
て
得
た
教
訓
と
助
言
か
ら
な
る
実
務
行
政
指
南
、

さ
ら
に
現
場
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
対
す
る

付
き
合
い
方
を
伝
授
し
た
対
人
関
係
指
南
の
大
き
く
分
け
て
三
種

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
後
二
者
は
実
用
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

中
国
官
箴
書
の
時
代
的
な
特
徴
と
し
て
、
宋
元
時
代
に
刊
行
さ

れ
た
官
箴
書
に
は
と
り
わ
け
官
僚
道
徳
規
範
を
説
い
た
記
事
が
多

く
見
ら
れ
、「
正
己
」「
潔
己
」「
尽
己
」
な
ど
の
項
目
を
設
け
て
、

「
修
己
治
人
」、
す
な
わ
ち
「
治
人
」
の
前
提
と
し
て
の
「
修
己
」

を
重
視
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
一
般
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
宋
元
時
代
の
官
箴
書
全
体
を
通
し
て
確
認
で
き
る

の
は
、
そ
の
よ
う
な
官
僚
道
徳
規
範
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
官
僚

に
と
っ
て
実
際
に
役
立
つ
情
報
、
す
な
わ
ち
実
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

よ
り
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

宋
元
時
代
の
官
箴
書
は
純
粋
な
箴
言
を
主
体
と
す
る
規
範
書
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
多
少
の
観
念
的
な
箴
言
を
加
え
て
本
来
の

「
官
箴
」
の
体
裁
を
と
り
つ
つ
地
方
統
治
の
要
領
を
説
く
こ
と
に

力
点
を
置
い
た
実
用
書
で
あ
っ
た
。
官
箴
書
の
刊
行
が
盛
ん
に
行

わ
れ
た
背
景
も
ま
た
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

明
初
よ
り
十
六
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
官
箴
書

も
ま
た
「
正
己
」「
治
己
」
な
ど
の
項
目
が
立
て
ら
れ
官
僚
道
徳

規
範
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
内
実
は
実
用

書
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
宋
元
時
代
の
官
箴
書
の
基
本
方
針
を

踏
襲
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
以
降
に
刊
行
さ
れ

た
官
箴
書
に
は
顕
著
な
変
化
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
官
僚
道
徳
規
範

を
独
立
し
た
項
目
で
論
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
そ
の

内
容
が
実
務
行
政
指
南
や
対
人
関
係
指
南
に
重
点
を
置
い
た
実
用

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
特
化
す
る
傾
向
を
強
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
四
三
（
一
四
三
）　

は
も
は
や
官
箴
書
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
官
箴
」
の
外
被
が
取

り
除
か
れ
、
内
実
と
し
て
の
実
用
書
の
顔
が
前
面
に
現
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
杜
金
は
こ
の
よ
う
な
十
七
世
紀
以
降
の
官
箴
書
の

傾
向
を
、「
明
代
後
期
、
と
り
わ
け
清
代
以
降
に
な
る
と
多
く
の

官
箴
書
が
具
体
的
な
行
政
知
識
と
司
法
知
識
の
紹
介
と
伝
授
を
重

視
す
る
よ
う
に
な
り
、
実
用
性
と
操
作
性
を
強
調
し
、
そ
の
た
め

に
記
載
も
非
常
に
仔
細
に
な
っ
た
。
…
…
換
言
す
れ
ば
、
清
代
に

お
い
て
我
々
が
官
箴
書
と
よ
ぶ
も
の
は
、
そ
の
目
的
と
内
容
か
ら

見
れ
ば
、
も
は
や
官
箴
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
」
と
総

括
し
て
い
る）

4
（

。
清
代
に
官
箴
書
の
出
版
が
盛
ん
に
な
っ
た
背
景
に

は
、
官
箴
書
の
内
容
が
も
は
や
形
骸
化
し
た
「
官
箴
」
の
体
裁
に

こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
実
用
書
に
徹
し
て
読
者
の
需
要
に
応

え
る
も
の
に
変
容
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い）

5
（

。

二　

日
本
に
お
け
る
中
国
官
箴
書
の
受
容

宋
代
に
刊
行
さ
れ
た
主
だ
っ
た
中
国
官
箴
書
は
日
本
に
も
多
く

輸
入
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
唐
本
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
基

に
し
て
訓
点
や
訳
注
を
施
し
た
和
刻
本
が
出
現
し
た
。
と
り
わ
け

寛
政
の
改
革
の
一
環
と
し
て
朱
子
学
を
宗
と
し
た
幕
府
の
学
問
所

昌
平
黌
が
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
神
田
湯
島
に
開
校
し
て
以

来
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
多
く
の
版
本
（
官
板
）
が
刊
行
さ
れ

た
。
そ
れ
は
中
国
官
箴
書
と
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

そ
れ
ら
に
は
、

①　
『
州
県
提
綱
』
四
巻
〔
宋
欠
名
撰　

南
宋
刊
〕
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
刊
本

②　
『
官
箴
』
一
巻
〔
宋
呂
本
中
撰　

宝
慶
三
年
（
一
二
二
七
）

跋
〕
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
刊
本

③　
『
昼
簾
緒
論
』
一
巻
〔
宋
胡
太
初
撰　

端
平
二
年
（
一
二
三

五
）
自
序
〕
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
刊
本

等
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
板
が
作
ら
れ
た
こ
と
か
ら
見
て

も
宋
代
の
官
箴
書
は
そ
れ
な
り
に
普
及
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
中
国
官
箴
書
の
中
で
日
本
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
た

の
は
元
代
に
生
ま
れ
た
『
牧
民
忠
告
』
で
あ
っ
た
。

『
牧
民
忠
告
』
は
、
二
巻
、
元
張
養
浩
撰
、
至
正
十
五
年
（
一

三
五
五
）
序
が
あ
る
。
撰
者
は
山
東
済
南
の
人
、
ダ
ル
ガ
チ
（
長

官
）
の
次
官
で
あ
る
県
尹
か
ら
監
察
御
史
、
中
書
参
議
、
礼
部
尚

書
等
の
職
を
歴
任
し
た
。
本
書
は
撰
者
が
東
昌
路
堂
邑
県
県
尹
の

体
験
に
基
づ
い
て
著
わ
し
た
執
務
心
得
で
あ
る
。『
風
憲
忠
告
』

（
御
史
の
心
得
）
と
『
廟
堂
忠
告
』（
宰
相
の
心
得
）
と
併
せ
て

『
為
政
忠
告
』
ま
た
は
『
三
事
忠
告
』
と
い
う
。
巻
上
に
は
〈
拝

命
〉〈
上
任
〉〈
聴
訟
〉〈
御
下
〉〈
宣
化
〉、
巻
下
に
は
〈
慎
獄
〉

〈
救
荒
〉〈
事
長
〉〈
受
代
〉〈
居
閑
〉
の
合
計
一
〇
項
七
四
条
を
収
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め
る）

6
（

。
『
牧
民
忠
告
』
の
和
刻
本
の
情
報
に
つ
い
て
は
日
本
に
現
存
す

る
『
牧
民
忠
告
』
の
諸
本
の
詳
細
な
調
査
に
基
き
小
川
和
也
が
作

成
し
た
表
が
参
考
に
な
る）

7
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
牧
民
忠
告
』
の

写
本
と
刊
本
は
全
部
で
五
四
件
が
確
認
で
き
る
が
、
刊
本
に
限
れ

ば
以
下
の
二
種
の
官
板
に
大
別
さ
れ
る
。

①　
『
牧
民
忠
告
』
二
巻
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
刊
本

②　
『
牧
民
忠
告
』
二
巻　

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊
本

こ
の
う
ち
①
は
『
三
事
忠
告
』
の
う
ち
の
一
書
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
、
②
は
そ
の
重
刊
本
で
あ
る
。

『
牧
民
忠
告
』
の
類
書
・
訳
注
書
に
つ
い
て
も
小
川
和
也
の
解

説
お
よ
び
小
川
が
作
成
し
た
表
が
参
考
に
な
る）

8
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

五
九
件
が
現
存
す
る
が
、
主
な
も
の
は
ほ
ぼ
以
下
の
七
種
が
知
ら

れ
る
。

①　
『
牧
民
後
判
』
一
巻
、
松
平
定
綱
著
、
慶
安
二
年
（
一
六
四

九
）
稿
本）

9
（

②　
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
一
巻
、
山
鹿
素
行
著
、
慶
安
三
年
（
一

六
五
〇
）
自
跋
・
稿
本）

10
（

③　
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
二
巻
、
林
鵞
峯
著
、
延
宝
七
年
（
一
六

七
九
）
稿
本

④　
『
吏
民
秘
要
諺
解
』
五
巻
、
指
月
堂
著
、
元
禄
八
年
（
一
六

九
五
）
序
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
刊
本

⑤　
『
牧
民
忠
告
俚
諺
鈔
』
五
巻
、
指
月
堂
著
、
享
保
五
年
（
一

七
二
〇
）
自
跋
・
刊
本

⑥　
『
和
語
牧
民
忠
告
』
一
巻
、
山
本
老
迂
斎
著
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
刊
本

⑦　
『
牧
民
忠
告
解
』
二
巻
、
樋
口
好
古
著
、
天
明
六
年
（
一
七

八
六
）
自
跋
・
刊
本）

11
（

①
は
桑
名
藩
主
松
平
定
綱
が
『
牧
民
忠
告
』
に
触
発
さ
れ
て
漢

文
で
著
わ
し
た
類
書
で
、
そ
れ
に
訳
注
を
施
し
た
も
の
に
『
牧
民

後
判
国
字
解
』
一
巻
、
関
戸
昌
雄
著
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

写
本
、
が
あ
る
。
②
は
勘
定
奉
行
曽
根
源
左
衛
門
の
依
頼
で
山
鹿

素
行
が
ま
と
め
た
訳
注
書
、
③
は
老
中
坂
田
正
俊
の
依
頼
で
林
鵞

峯
が
ま
と
め
た
訳
注
書
、
④
は
伊
予
の
指
月
堂
に
よ
り
初
め
て
刊

行
さ
れ
た
訳
注
書
、
⑤
は
④
と
同
板
本
、
⑥
は
越
後
長
岡
藩
主
牧

野
忠
精
の
命
で
家
老
山
本
老
迂
斎
が
刊
行
し
た
訳
注
書
、
⑦
は
尾

張
藩
参
政
人
見
璣
邑
の
依
頼
で
樋
口
好
古
が
ま
と
め
た
訳
注
書
。

以
上
の
よ
う
に
、『
牧
民
忠
告
』
に
関
し
て
は
多
く
の
訳
注
書
が

陸
続
と
し
て
作
ら
れ
、
そ
の
注
目
度
は
宋
代
官
箴
書
に
比
べ
て
一

段
と
高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え
日
本
で
は
『
牧
民
忠
告
』
が
そ
れ
ほ
ど
注
目

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
牧
民
忠
告
』
が
説
く
官
僚
道
徳
規
範

（
一
四
四
）　
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が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
智
は
及
ば
な
い
こ
と
が
な
い
。
官
吏
の

民
に
お
け
る
関
係
も
こ
れ
と
ど
う
し
て
異
な
る
だ
ろ
う
か
。

民
を
我
が
子
の
よ
う
に
思
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
才
智
が
及

ば
な
く
て
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い）

14
（

」。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
地
方
長
官
と
し
て
赴
任
す
る
に
当
た
っ
て
の

心
構
え
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
説
は
日
本
の
「
修
己

治
民
」
観
や
「
仁
政
」
観
に
お
い
て
も
汎
用
性
を
持
つ
有
効
な
規

範
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
関
心
を
集
め
た
主
な
理
由
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

も
う
一
つ
、
日
本
で
注
目
さ
れ
た
官
箴
書
に
明
初
に
成
立
し
た

『
牧
民
心
鑑
』
が
あ
る
。『
牧
民
心
鑑
』
は
、
二
巻
、
明
朱
逢
吉
撰
、

永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
の
序
が
あ
る
。
撰
者
は
浙
江
嘉
興
の
人
、

官
は
直
隷
河
間
府
寧
津
県
知
県
か
ら
湖
広
僉
事
に
任
ず
。
本
書
は

寧
津
県
知
県
の
体
験
に
基
づ
い
た
執
務
心
得
で
あ
り
、
上
下
二
巻

か
ら
な
り
、
上
巻
に
は
〈
謹
始
〉〈
初
政
〉〈
正
家
〉〈
莅
事
〉〈
宣

化
〉〈
聴
訟
〉
を
、
下
巻
に
は
〈
徴
科
〉〈
営
繕
〉〈
事
上
〉〈
馭

下
〉〈
交
人
〉〈
備
荒
〉〈
善
終
〉
の
計
一
三
類
を
収
め
る）

15
（

。

『
牧
民
心
鑑
』
の
和
刻
本
に
つ
い
て
も
小
川
和
也
が
作
成
し
た

表
が
参
考
に
な
る）

16
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
存
本
は
三
七
件
が
確
認

で
き
る
が
、
主
な
刊
本
は
ほ
ぼ
以
下
の
二
種
の
官
板
に
限
ら
れ
る
。

①　
『
牧
民
心
鑑
』
二
巻
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
本

に
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
赴
任
の
命
令
が
下
っ
た
日
に
は
自
分
の
身
を
省
み
よ
。
何

の
功
績
や
能
力
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
特
別
待
遇
を
受
け
る

の
か
と
。
い
や
し
く
も
俸
禄
を
求
め
、
権
威
を
か
り
て
い
る

の
に
己
の
利
の
み
考
え
て
国
に
報
い
る
気
持
ち
が
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
天
の
照
覧
は
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ず
汝
を
許
さ
な
い
は

ず
だ
。
そ
も
そ
も
他
人
の
指
摘
を
受
け
て
も
そ
の
任
務
を
怠

り
、
与
え
ら
れ
た
位
を
担
う
も
そ
れ
を
捨
て
て
顧
み
な
け
れ

ば
、
も
は
や
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
。
正
し
い
道
理
や
人
民
を

ど
う
す
る
の
か）

12
（

」。

「
天
が
人
間
を
生
み
出
す
こ
と
、
数
限
り
が
な
い
。
し
か
し
、

国
の
恩
寵
を
受
け
民
の
た
め
に
民
政
を
治
め
る
者
は
ど
れ
ほ

ど
い
よ
う
か
。
命
を
受
け
て
民
を
牧
す
る
か
ら
に
は
、
公
廉

の
精
神
を
貫
か
な
け
れ
ば
、
自
分
を
大
切
に
し
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
や
世
間
の
責
め
を
受
け
ず
に
お
ら
れ

よ
う）

13
（

」。

「
赤
子
の
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
時
は
物
事
が
わ
か
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
母
た
る
者
は
常
に
意
に
先
ん
じ
て
赤
子
の
気

持
ち
を
理
解
す
る
。
そ
の
道
理
は
ほ
か
で
も
な
い
。
誠
が
そ

う
す
る
の
で
あ
る
。
誠
は
愛
を
生
み
、
愛
は
智
を
生
む
。
誠

が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
愛
は
行
き
届
か
な
い
こ
と
が
な
い
。
愛

（
一
四
五
）　
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②　
『
牧
民
心
鑑
』
二
巻
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
重
刊
本

他
方
、『
牧
民
心
鑑
』
の
訳
注
書
に
つ
い
て
も
小
川
和
也
の
解

説
と
小
川
が
作
成
し
た
表
が
参
考
に
な
る）

17
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現

存
の
も
の
は
四
九
件
が
確
認
で
き
る
が
、
主
な
刊
本
は
以
下
の
二

種
で
あ
る
。

①　
『
牧
民
心
鑑
解
』
二
巻
、
平
塚
茂
香
（
瓢
齋
）
著
、
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
自
跋
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
刊
本

②　
『
牧
民
心
鑑
訳
解
』
二
巻
、
長
井
韋
（
旌
峨
）
著
、
嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
）
自
序
刊
本

前
者
は
幕
府
の
与
力
で
あ
っ
た
平
塚
茂
香
が
著
し
た
訳
注
書
で
、

章
ご
と
に
仮
名
文
で
割
註
を
施
し
た
も
の
、
後
者
は
奥
州
中
村
藩

主
相
馬
充
胤
が
筒
井
鑾
渓
を
経
由
し
て
長
井
韋
に
訳
さ
せ
た
訳
注

書
で
、
仮
名
文
に
て
逐
条
訳
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
牧
民
心
鑑
』
も
ま
た
訳
注
書
が
出
る
ほ
ど
に
評

価
さ
れ
た
官
箴
書
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
で
は
な
に
ゆ
え
日
本

で
『
牧
民
心
鑑
』
が
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
。『
牧
民
心

鑑
』
の
自
跋
に
は
、「
右
の
『
牧
民
心
鑑
』
な
る
も
の
は
、
民
を

牧
す
る
者
が
志
を
立
て
る
と
は
か
く
の
ご
と
く
あ
る
べ
き
と
の
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
志
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
政
が
な
さ
れ
る
。
志
が
ま
ず
立
た
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ

れ
を
政
に
施
せ
る
や）

18
（

」
と
あ
り
、
さ
ら
に
本
文
中
の
官
僚
道
徳
規

範
に
関
す
る
言
説
は
、
巻
上
〈
謹
始
〉
の
項
に
次
の
よ
う
に
い
く

ら
か
散
見
さ
れ
る
。

「
己
が
心
の
誠
を
尽
し
、
己
が
身
を
正
し
、
己
が
家
を
斉
え
、

己
が
政
を
善
く
し
、
一
事
の
失
惰
も
一
時
の
不
謹
も
な
く
、

一
つ
の
政
も
善
で
な
い
も
の
は
な
く
、
一
人
の
民
も
収
ま
る

所
を
得
な
い
も
の
は
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
こ
の
よ
う
に
で
き

れ
ば
任
官
は
終
始
全
う
で
き
、
永
く
天
の
恵
み
を
受
け
、
上

は
宗
祖
を
顕
彰
し
、
下
は
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
よ
う）

19
（

」。

「
衆
人
と
異
な
る
の
は
志
を
立
て
る
こ
と
に
あ
る
。
志
と
は

何
か
。
そ
れ
は
廉
で
あ
り
、
慎
で
あ
り
、
公
で
あ
り
、
勤
で

あ
る
。
廉
で
あ
れ
ば
心
清
く
欲
寡
な
く
、
他
人
が
取
り
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
慎
で
あ
れ
ば
思
慮
が
精
明
で
、
物
事
に

落
ち
度
が
な
い
。
公
で
あ
れ
ば
私
心
が
な
く
理
が
通
っ
て
い

る
。
勤
で
あ
れ
ば
政
が
う
ま
く
い
き
人
々
が
安
心
す
る
。
こ

の
四
点
を
志
せ
ば
諸
事
は
万
全
だ）

20
（

」。

こ
の
よ
う
な
官
僚
道
徳
規
範
も
ま
た
日
本
の
民
政
官
に
と
っ
て

有
益
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
牧
民
忠
告
』
の

『
三
事
忠
告
』
本
が
刊
行
さ
れ
た
同
じ
頃
、『
薛
文
清
公
従
政
名

言
』
に
『
省
心
襍
言
』『
州
県
提
綱
』『
三
事
忠
告
』『
牧
民
心

鑑
』
を
加
え
た
も
の
が
「
官
板
五
種
」
と
し
て
昌
平
黌
か
ら
合
本

し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
薛
文
清
公
従
政
名
言
』
一
巻
は
、
明

（
一
四
六
）　
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薛
瑄
撰
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
本
、
嘉
永
四
年
（
一
八

五
一
）
重
刊
本
。
本
書
は
永
楽
十
九
年
（
一
四
二
一
）
の
進
士
で

礼
部
尚
書
に
至
っ
た
撰
者
の
従
政
体
験
を
総
括
し
た
も
の
で
、

「
正
」「
廉
」「
忠
」「
恭
」「
信
」「
寛
」「
敬
」
を
居
官
七
要
と
す

る
な
ど
比
較
的
官
僚
道
徳
規
範
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る）

21
（

。
ま
た
、

『
省
心
襍
言
』
一
巻
は
、
宋
李
邦
献
撰
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二

九
）
刊
本
。
書
名
か
ら
し
て
も
官
僚
道
徳
規
範
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
多
く
の
目
録
に
は
両
書
と
も
に
子
部
、
儒
家
類
に
分
類
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
五
種
の
書
を
官
板
と
し
て
合
本
重
刊
し

た
意
図
は
規
範
書
と
し
て
普
及
さ
せ
る
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

小
川
和
也
は
こ
れ
ら
の
中
国
官
箴
書
の
和
刻
本
や
訳
注
書
が
日

本
で
生
ま
れ
た
背
景
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
近
世
中
後
期
の
領
主
層
は
、
成
熟
し
た
民
間
社
会
と
向
き
合
っ

て
い
た
。
こ
の
民
衆
た
ち
を
相
手
に
、
領
主
―
民
衆
の
関
係
も
再

編
を
迫
ら
れ
る
。
…
…
そ
こ
で
説
か
れ
る
国
家
思
想
、「
仁
政
」

思
想
は
民
間
社
会
に
わ
け
い
り
、
よ
り
一
層
の
説
得
力
を
も
た
ね

ば
な
ら
ず
、
民
衆
に
対
し
て
、
き
め
細
や
か
な
対
応
が
求
め
ら
れ

る
。
…
…
だ
が
、
領
主
層
の
最
前
線
に
立
ち
民
衆
と
直
に
接
す
る

の
は
、
郡
奉
行
や
代
官
な
ど
の
民
政
官
・
地
方
官
、
さ
ら
に
は
手

代
・
村
役
人
と
い
っ
た
民
衆
上
層
の
者
た
ち
で
あ
る
。
時
代
の
変

化
と
と
も
に
よ
り
一
層
、
彼
ら
に
も
民
政
の
担
い
手
と
し
て
、
民

を
牧や

し
な
う
主
体
形
成
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」、
そ
こ
で
民
政

官
吏
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
懇
切
丁
寧
に
説
い
た
「
牧
令
之

書
」
に
示
さ
れ
た
「
牧
民
」
＝
「
仁
政
」
思
想
を
広
め
、
そ
の
思

想
を
担
う
儒
教
的
な
「
修
己
治
人
」
と
い
う
統
治
主
体
を
形
成
す

る
こ
と
を
目
的
に
領
主
権
力
に
よ
っ
て
天
明
期
以
降
積
極
的
に
板

行
さ
れ
爆
発
的
に
普
及
し
た
の
が
こ
の
よ
う
な
書
物
だ
っ
た
と
い

う）
22
（

。『
牧
民
忠
告
』
に
つ
い
て
、
古
林
森
廣
は
「
行
政
実
務
の
手

引
・
心
得
よ
り
も
、
む
し
ろ
儒
教
倫
理
の
観
点
に
立
つ
徳
目
化
の

傾
向
が
強
ま
る）

23
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
『
牧
民
忠
告
』
は
宋

代
官
箴
書
に
比
べ
て
「
修
己
治
民
」
の
箴
言
が
随
所
に
見
ら
れ
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
に
お
い
て
領
主
な
ど
の
上
層

部
為
政
者
の
目
に
留
ま
り
、「
牧
民
之
書
」
と
し
て
そ
の
訳
注
書

や
類
書
の
刊
行
を
促
進
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、『
牧

民
忠
告
』
は
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
評
価
に
値
す
る
書
な
の
だ
ろ

う
か
。『
牧
民
忠
告
』
も
ま
た
宋
元
時
代
に
発
展
し
た
官
箴
書
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
官
僚
道
徳
規
範
の
み
に
止
ま
ら
ず
、

官
箴
書
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
実
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
的

な
性
格
を
色
濃
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
試
み
に
そ
こ
で
論
じ
ら

れ
た
項
目
を
煩
雑
を
厭
わ
ず
全
部
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
省
己
」「
克
性
之
偏
」「
戒
貪
」「
民
職
不
宜
泛
授
」「
心
誠

（
一
四
七
）　
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愛
民
智
無
不
及
」「
法
律
為
師
」（
以
上
〈
拝
命
〉）「
事
不
預

知
難
以
応
卒
」「
受
謁
」「
治
官
如
治
家
」「
瘴
説
」「
禁
家
人

侵
漁
」「
告
廟
」（
以
上
〈
上
任
〉）「
察
情
」「
弭
訟
」「
勿
聴

讒
」「
親
族
之
訟
宜
緩
」「
別
強
弱
」「
待
問
者
勿
停
留
」「
会

問
」「
妖
言
」「
民
病
如
己
病
」「
移
聴
」（
以
上
〈
聴
訟
〉）

「
御
吏
」「
約
束
」「
待
徒
隷
」「
省
事
」「
威
厳
」（
以
上
〈
御

下
〉）「
先
労
」「
申
旧
制
」「
明
綱
常
」「
勉
学
」「
勧
農
」

「
服
遠
」「
恤
鰥
寡
」「
戢
強
」「
示
勧
」「
毀
淫
祠
」（
以
上

〈
宣
化
〉）「
存
恕
」「
獄
詰
其
初
」「
詳
讞
」「
視
屍
」「
囚

粮
」「
巡
警
」「
按
視
」「
哀
矜
」「
非
縦
囚
」「
自
責
」（
以
上

〈
慎
獄
〉）「
捕
蝗
」「
多
方
救
賑
」「
預
備
」「
均
賦
」「
祈

祷
」「
不
可
奴
妾
流
民
」「
救
焚
」「
尚
徳
」「
上
災
異
」（
以

上
〈
救
荒
〉）「
各
守
涯
分
」「
寧
人
負
我
」「
処
患
難
」「
分

謗
」「
以
礼
下
人
」「
不
可
以
律
己
之
律
律
人
」（
以
上
〈
事

長
〉）「
郊
迎
新
代
」「
克
終
」「
不
競
」「
不
可
自
鬻
」「
告
以

旧
政
」「
完
帰
」（
以
上
〈
受
代
〉）「
軽
去
就
」「
致
政
」「
進

退
皆
有
為
」「
以
義
処
命
」「
求
進
於
己
」「
風
節
」（
以
上

〈
居
閑
〉）

こ
れ
ら
の
諸
項
目
の
中
で
〈
拝
命
〉
の
い
く
つ
か
は
確
か
に
官

僚
道
徳
規
範
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
〈
上
任
〉〈
聴
訟
〉〈
宣

化
〉〈
慎
獄
〉〈
救
荒
〉
等
に
含
ま
れ
る
諸
項
目
の
内
容
の
ほ
と
ん

ど
は
実
務
行
政
指
南
に
近
い
も
の
で
あ
り
、〈
御
下
〉
や
〈
事

長
〉
は
対
人
交
際
指
南
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

他
方
、『
牧
民
心
鑑
』
に
お
い
て
は
、
周
子
冶
の
序
の
「
元
の

故
西
台
中
丞
で
済
南
出
身
の
張
養
浩
が
か
つ
て
『
牧
民
忠
告
』
等

の
書
を
著
し
て
世
に
問
う
た
が
、
君
子
た
ち
は
こ
れ
を
偉
業
と
し

た
。
私
の
友
人
で
前
の
湖
広
憲
僉
で
浙
江
嘉
興
府
出
身
の
朱
逢
吉

が
ま
た
『
牧
民
心
鑑
』
と
い
う
一
編
を
著
し
た
。
官
職
を
奉
じ
、

民
生
を
豊
か
に
し
、
国
の
本
を
固
め
、
教
化
を
尊
び
、
己
れ
を
正

し
て
万
物
の
手
本
と
し
、
徳
を
重
ん
じ
て
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
を

詳
ら
か
に
し
た）

24
（

」
と
の
記
事
か
ら
、
林
秀
一
は
「
中
国
の
官
員
は

天
子
の
負
託
に
こ
た
え
て
、
万
民
を
子
の
ご
と
く
仁
政
を
以
て
、

は
ぐ
く
み
育
て
る
と
い
う
、
特
殊
な
使
命
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
使
命
観
の
も
と
に
編
著
さ
れ
た
の
が
、
明
の
朱
逢
吉
の

「
牧
民
心
鑑
」
で
あ
る
が
、
そ
の
『
牧
民
心
鑑
』
は
、
元
の
張（

マ

浩マ
）

の
『
牧
民
忠
告
』
等
に
示
唆
さ
れ
て
編
著
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の

序
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る）

25
（

。
ま
た
「
二
著

の
項
目
の
立
て
方
を
比
較
す
る
と
、
朱
逢
吉
の
『
牧
民
心
鑑
』
が
、

張
養
浩
の
『
牧
民
忠
告
』
を
襲
っ
た
こ
と
が
、
一
層
明
ら
か
と
な

る
」
と
い
う）

26
（

。
な
ら
ば
、『
牧
民
心
鑑
』
も
『
牧
民
忠
告
』
と
同

様
に
煩
雑
を
厭
わ
ず
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
項
目
を
以
下
に
全
部
挙

げ
て
み
よ
う
。

（
一
四
八
）　



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
四
九

「
度
己
分
」「
立
志
節
」「
克
偏
見
」「
求
法
則
」（
以
上
〈
謹

始
〉）「
慎
登
堂
」「
正
礼
儀
」「
重
言
語
」「
明
戒
約
」「
詢
旧

事
」「
誓
神
祠
」（
以
上
〈
初
政
〉）「
戒
家
人
」「
訓
子
弟
」

「
先
孝
養
」「
慎
門
禁
」「
厳
市
買
」「
薄
自
俸
」「
厚
親
族
」

（
以
上
〈
正
家
〉）「
立
規
程
」「
勤
日
記
」「
身
先
労
」「
窮
根

本
」「
責
実
効
」「
務
精
思
」「
察
事
情
」「
慎
発
落
」「
明
賞

罰
」「
密
関
防
」「
絶
奸
弊
」「
精
法
律
」「
詳
案
牘
」「
覈
銭

穀
」「
験
公
器
」「
厳
巡
儆
」「
厳
祀
典
」（
以
上
〈
莅
事
〉）

「
厚
風
俗
」「
立
教
条
」「
明
国
制
」「
重
農
務
」「
崇
学
校
」

「
恤
貧
困
」「
戢
強
慝
」「
旌
善
行
」「
禁
游
惰
」「
抑
邪
術
」

「
止
浮
言
」「
表
先
哲
」（
以
上
〈
宣
化
〉）「
弭
訟
源
」「
察
初

情
」「
和
聴
納
」「
詳
推
讞
」「
審
重
軽
」「
分
故
誤
」「
別
善

悪
」「
存
公
平
」「
戒
延
蔓
」「
止
穢
詈
」「
恕
愚
戇
」「
謹
刑

具
」「
慎
鞭
扑
」「
早
疎
決
」「
親
視
獄
」「
重
視
屍
」「
緩
親

訟
」（
以
上
〈
聴
訟
〉）「
原
賦
役
」「
平
需
求
」「
均
力
役
」

「
善
収
納
」「
量
限
期
」「
戒
多
取
」（
以
上
〈
催
科
〉）「
察
緩

急
」「
審
農
時
」「
立
遠
図
」（
以
上
〈
営
繕
〉）「
恪
守
職
」

「
推
誠
心
」「
加
礼
貌
」「
奉
条
約
」「
絶
非
謗
」「
慎
悖
理
」

（
以
上
〈
事
上
〉）「
処
胥
吏
」「
戒
里
甲
」「
慎
耆
老
」「
厳
隷

卒
」「
斥
讒
間
」「
絶
饋
遺
」「
杜
干
請
」「
審
左
使
」「
詳
委

任
」（
以
上
〈
馭
下
〉）「
和
同
寅
」「
睦
隣
属
」「
重
真
賢
」

「
周
患
難
」「
務
誠
信
」「
尚
謙
和
」「
戒
誇
衒
」「
絶
邪
類
」

「
引
己
咎
」（
以
上
〈
交
人
〉）「
預
隄
防
」「
誠
祈
祷
」「
申
実

跡
」「
陳
民
艱
」「
請
賑
給
」（
以
上
〈
備
荒
〉）「
礼
新
官
」

「
告
旧
政
」「
委
行
槖
」（
以
上
〈
善
終
〉）

『
牧
民
心
鑑
』
の
場
合
は
周
序
の
位
置
づ
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

官
僚
道
徳
規
範
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
は
〈
謹
始
〉
に
お
け
る

二
、
三
の
項
目
に
限
ら
れ
、
内
容
の
大
半
が
実
務
行
政
指
南
か
ら

な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
下
巻
の
〈
事
上
〉〈
馭
下
〉〈
交
人
〉
な

ど
で
は
対
人
交
際
指
南
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
牧
民
忠
告
』
が
一
〇
篇
立
て
で
あ
る
の
に
対
し
、『
牧
民
心
鑑
』

は
一
三
篇
立
て
で
、
同
名
の
項
目
は
（
宣
化
）
と
〈
聴
訟
〉
の
二

項
に
過
ぎ
な
い
。
加
え
て
朱
逢
吉
自
身
が
『
牧
民
忠
告
』
を
襲
っ

た
こ
と
を
記
し
た
文
は
な
く
、
同
じ
「
牧
民
」
を
冠
す
る
書
で
あ

る
が
、
強
い
影
響
が
あ
っ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
民
を
牧
す
る
」
と
は
本
来
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
言
葉
な
の
か
。
林
秀
一
は
『
易
』
謙
卦
「
謙
謙
、
君
子
卑
以
牧

也
」
に
対
す
る
魏
の
王
弼
の
註
「
牧
は
養
な
り
」
と
の
解
釈
を
紹

介
し
、「
牧
」
の
字
に
「
養
ふ
」
の
意
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
一

方
、『
荀
子
』
成
相
編
「
基
を
牧
せ
ん
と
請
ふ
」
に
対
す
る
唐
の

楊
倞
の
註
「
牧
と
は
治
な
り
」
と
の
解
釈
を
紹
介
し
、「
牧
」
の

字
に
「
治
め
る
」
の
意
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
二
つ
の
解
釈
を

（
一
四
九
）　
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折
衷
し
て
「
牧
民
」
と
は
「
民
を
養
い
治
め
る
」
の
意
味
と
す
る）
27
（

。

し
か
し
、「
養
い
治
め
る
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。『
淮
南
子
』

精
神
訓
編
に
「
夫
れ
民
を
牧
す
る
と
は
猶
ほ
禽
獣
を
畜
ふ
が
ご
と

き
な
り）

28
（

」
と
あ
る
。「
牧
」
は
「
牛
偏
」
が
つ
く
よ
う
に
本
来
は

牛
馬
を
畜
養
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
養
」
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
牛
馬
を
飼
育
す
る
目
的
は
あ
く
ま
で
も

牛
馬
の
た
め
と
い
う
よ
り
飼
い
主
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
「
牧
」
の
重
心
は
「
養
」
よ
り
も
「
治
」
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、「
牧
民
」
も
ま
た
そ
の
本
質
は
民
衆
に
対
す
る

「
統
治
」
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
川
和
也
は
「
牧

民
」
＝
「
民
」
を
「
牧や

し
な
う
」
と
解
釈
し
、『
牧
民
忠
告
』
や
『
牧

民
心
鑑
』
の
和
刻
本
や
訳
注
書
の
普
及
の
背
景
に
領
主
や
為
政
者

の
意
向
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
牧
令
之
書
」
と
し
て
普
及
さ
せ
よ

う
と
す
る
意
志
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
牧
令
之

書
」
が
地
方
統
治
の
現
場
で
何
を
目
的
と
し
て
読
ま
れ
、
そ
の
内

容
が
い
か
に
活
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。『
牧

民
忠
告
』
や
『
牧
民
心
鑑
』
が
官
箴
書
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を

「
牧
令
之
書
」、
す
な
わ
ち
規
範
書
と
し
て
普
及
さ
せ
よ
う
と
す
る

意
向
は
と
も
か
く
も
、
現
場
で
は
そ
れ
ら
を
い
か
に
地
方
統
治
に

活
用
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
「
治
民
之
書
」、
す
な
わ
ち
実
用

書
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
は
断
定
し
が

た
い
。

以
下
、
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
い
て
同
様
に
「
牧
民
」
を
書
名
に

冠
し
、
中
国
官
箴
書
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
な
が
ら
も
独
自

に
作
成
さ
れ
た
官
箴
書
を
紹
介
し
、
上
記
の
可
能
性
を
探
っ
て
み

た
い
。三　

東
ア
ジ
ア
の
官
箴
書
の
作
成

（
1
）　

日
本
の
場
合

日
本
で
独
自
に
作
成
さ
れ
た
「
牧
民
」
を
書
名
に
冠
す
る
書
と

し
て
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
『
牧
民
金
鑑
』
で
あ
る
。
編
者

の
荒
井
顕
道
は
幕
府
御
家
人
の
家
に
生
ま
れ
、
父
道
貞
の
職
を
つ

い
で
小
普
請
手
代
に
出
仕
、
そ
の
後
奥
州
棚
倉
、
甲
州
市
川
、
奥

州
桑
折
、
関
東
東
部
地
方
の
各
代
官
を
歴
任
し
た
。
本
書
は
彼
が

甲
州
市
川
の
代
官
で
あ
っ
た
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
に
編

纂
さ
れ
、
目
録
二
巻
本
編
二
〇
巻
、
以
後
の
増
補
に
よ
っ
て
目
録

三
巻
本
編
二
二
巻
の
計
二
五
巻
二
五
冊
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
幕
府

の
地
方
制
度
に
関
す
る
御
書
付
、
達
書
、
伺
書
な
ど
を
計
九
三
項

目
に
わ
た
っ
て
編
年
別
に
編
纂
し
た
法
令
集
で
あ
り
、
代
官
の
執

務
に
あ
た
っ
て
の
利
用
の
便
宜
を
重
視
し
て
い
る）

29
（

。

巻
一
は
「
御
代
官
心
得
方
」
と
称
す
る
代
官
の
執
務
心
得
、
巻

二
は
代
官
必
備
の
帳
簿
や
書
類
に
つ
い
て
、
巻
三
は
陣
屋
お
よ
び

（
一
五
〇
）　



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
五
一

そ
の
諸
入
用
、
手
代
や
村
役
人
に
関
す
る
こ
と
、
巻
四
は
村
方
の

風
紀
や
賞
罰
、
巻
五
か
ら
巻
八
ま
で
は
財
務
に
関
す
る
一
切
、
巻

九
は
土
地
制
度
、
巻
一
〇
は
水
利
、
巻
一
一
は
備
荒
儲
蓄
、
巻
一

二
は
救
荒
、
巻
一
三
か
ら
巻
一
九
は
雑
務
一
般
、
巻
二
〇
以
下
は

司
法
制
度
に
関
す
る
法
令
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
「
近
世
の
地
方
（
じ
か
た
）
書
を
代
表
す
る
著
作
の
一

つ
」
と
さ
れ
て
い
る）

30
（

。
地
方
書
と
は
、
幕
府
の
地
方
制
度
に
関
す

る
規
則
や
慣
例
を
収
録
し
た
法
令
集
で
、
地
方
役
人
・
村
役
人
な

ど
に
よ
る
地
方
支
配
の
た
め
の
規
範
書
、
総
合
手
引
書
と
い
う
性

格
を
持
つ
文
献
で
あ
り
、
中
国
官
箴
書
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
地

方
統
治
の
諸
般
に
わ
た
る
実
例
を
中
心
と
し
た
参
考
書
で
あ
り
、

中
国
官
箴
書
の
実
務
便
覧
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

瀧
川
政
次
郎
は
「
本
書
の
書
名
「
牧
民
金
鑑
」
は
、
恐
ら
く
明

人
朱
逢
吉
の
著
せ
る
「
牧
民
心
鑑
」
に
倣
へ
る
も
の
な
ら
む
」
と

推
測
す
る）

31
（

。『
牧
民
心
鑑
』
の
重
刊
官
板
が
刊
行
さ
れ
た
翌
年
の

成
立
だ
け
に
、
そ
の
推
測
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

注
目
す
べ
き
は
『
牧
民
金
鑑
』
に
収
め
ら
れ
た
九
三
項
目
の
文
書

中
に
は
い
わ
ゆ
る
「
牧
民
思
想
」
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
、
以
下
の

二
つ
の
み
で
あ
る
。

一
民
は
国
之
本
也
、
御
代
官
之
面
々
、
常
々
民
之
辛
苦
を
よ
く

察
し
、
飢
寒
等
愁
無
之
様
可
被
申
付
候
事
（「
延
宝
八
年
（
一

六
八
〇
）
閏
十
二
月
の
通
達
」）

一
百
姓
は
国
の
元
ニ
而
候
、
百
姓
之
辛
苦
相
察
し
、
飢
寒
無
之

様
ニ
心
を
尽
し
可
申
事
（「
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
八
月
の

通
達
」）

本
書
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
地
方
書

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
官
僚
道
徳
規
範
を
述
べ
た
い
わ
ゆ
る
「
牧

令
之
書
」
で
は
な
く
、「
民
を
牧お

さ

め
る
」
の
に
徹
し
た
も
の
だ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
「
牧
民
」
を
書
名
に
冠
す
る
日
本
で
作
成
さ
れ
た
官

箴
書
に
『
牧
民
必
要
』
が
あ
る
。
中
邨
信
成
と
い
う
和
算
家
が
寛

政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
編
ん
だ
書
で
、
一
二
巻
付
録
一
巻
一
冊

か
ら
な
る
地
方
書
と
『
牧
民
忠
告
』
か
ら
の
抜
粋
を
再
構
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
小
川
和
也
は
「『
牧
民
忠
告
』
を
地
方
書
と
同
列

に
扱
」
っ
た
も
の
と
し
て
い
る）

32
（

。
修
身
の
項
目
と
し
て
の
『
牧
民

忠
告
』
か
ら
の
引
用
と
そ
の
ほ
か
の
実
務
便
覧
か
ら
な
り
、
官
僚

道
徳
規
範
と
実
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
併
せ
持
つ
と
い
う
形
式
の
上
で

は
中
国
官
箴
書
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
小
川
は
こ
の
書
に
も

「「
牧
民
之
書
」
の
特
質
が
息
づ
い
て
い
る）

33
（

」
と
い
う
が
、『
牧
民

忠
告
』
自
体
が
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
中
国
官
箴
書
が
そ

う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
こ
の
書
の
作
成
目
的
の
重
心
は
実
用
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い）

34
（

。

（
一
五
一
）　
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と
こ
ろ
で
、『
福
恵
全
書
』
に
つ
い
て
も
一
言
触
れ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
三
二
巻
、
清
黄
六
鴻
撰
、
康
煕
三
十
三
年

（
一
六
九
四
）
序
刊
本
、
清
代
を
代
表
す
る
中
国
官
箴
書
の
一
つ

で
あ
り
、
日
本
で
は
康
熙
三
十
三
年
刊
本
の
ほ
か
、
康
熙
三
十
八

年
金
陵
濂
溪
書
屋
刊
本
や
光
緒
十
九
年
京
都
文
昌
会
館
刊
本
な
ど

が
多
く
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
日
本

で
小
畑
行
簡
が
訓
点
と
訳
注
を
施
し
て
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

に
刊
行
し
た
詩
山
堂
刊
本
が
圧
倒
的
に
多
い）

35
（

。
中
国
官
箴
書
の
和

刻
本
と
い
う
こ
と
で
は
『
牧
民
忠
告
』
の
和
刻
本
や
そ
の
訳
注
書

と
同
じ
範
疇
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
牧

令
之
書
」
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

山
根
幸
夫
に
よ
れ
ば
、
小
畑
行
簡
は
仙
台
の
人
、
若
く
し
て
江

戸
に
あ
っ
て
医
学
を
学
び
、
か
つ
て
長
崎
に
数
年
滞
在
し
た
際
に

唐
通
事
と
交
際
し
て
示
教
を
受
け
、
こ
の
「
万
世
亀
鑑
」
と
評
す

る
書
を
幕
府
諸
藩
の
行
政
官
に
読
ま
せ
る
べ
く
全
巻
に
わ
た
っ
て

訓
訳
を
施
し
た
と
い
わ
れ
る）

36
（

。
小
畑
は
、
黄
六
鴻
自
身
の
自
序
に

い
う
「
福
と
は
造
福
の
心
を
い
い
、
恵
と
は
施
恵
の
事
を
い
う
。

こ
の
人
に
こ
の
心
が
あ
っ
て
、
し
か
る
の
ち
に
こ
の
事
が
あ
る
の

で
あ
り
、
こ
の
心
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
事
は
な
い）

37
（

」
を
承
け
、
み

ず
か
ら
の
序
文
に
お
い
て
も
「
黄
六
鴻
は
福
を
地
方
に
造
り
、
恵

を
百
姓
に
施
し
た
。
彼
が
撰
し
た
『
福
恵
全
書
』
は
み
な
君
主
が

民
を
統
治
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
の
国
君
と
は
父
の

よ
う
な
も
の
、
民
人
と
は
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
民
を
統
治

す
る
者
は
、
君
の
心
を
心
と
し
、
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
で
人
に
忍

び
ざ
る
の
政
を
行
う
の
で
あ
る）

38
（

」
と
明
言
し
、
い
か
に
も
「
牧
令

之
書
」
の
訓
訳
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、『
福
恵
全

書
』
は
本
論
に
お
い
て
は
官
僚
道
徳
規
範
を
一
切
語
ら
ず
全
編
実

用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
徹
し
て
お
り
、
黄
六
鴻
自
身
「
地
方
官
は
銭
穀

と
刑
名
を
重
ん
じ
る
が
、
刑
名
は
銭
穀
よ
り
も
と
り
わ
け
重
要
で

あ
る
。
…
…
そ
の
た
め
本
書
は
刑
名
の
一
条
に
お
い
て
一
層
注
意

を
払
っ
た）

39
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
全
三
二
巻
中
約
三
分
の
一
を
刑
名

部
に
割
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
小
畑
も
そ
れ
に
逐
一
対
応
す

る
訓
訳
を
つ
け
、
む
し
ろ
「
銭
穀
刑
名
、
義
学
課
芸
、
勧
農
致
養

の
方
法
は
筋
道
が
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
は
掌
を
指
す

よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
。
風
俗
は
本
来
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
も

の
だ
が
、
民
政
官
た
る
者
に
こ
の
よ
う
な
業
務
に
仁
恵
の
心
が
な

け
れ
ば
、
統
治
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い）

40
（

」
と
い
う
点
に
重
点
を

置
い
て
い
る
。『
福
恵
全
書
』
が
日
本
に
お
い
て
普
及
し
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
実
用
書
に
徹
し
た
内
容
に
小
畑
が
詳
細
な
解
説
を
加

え
た
こ
と
で
、
日
本
の
民
政
官
た
ち
も
ま
た
地
方
書
の
よ
う
に
実

用
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
利
用
し
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
一
五
二
）　



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
五
三

（
2
）　

朝
鮮
の
場
合

朝
鮮
王
朝
で
成
立
し
た
官
箴
書
と
し
て
は
『
牧
民
心
書
』
が
有

名
で
あ
る）

41
（

。
本
書
は
、
四
八
巻
、
丁
若
鏞
撰
、
純
祖
二
十
一
年

（
一
八
二
一
）
に
成
る
。
撰
者
の
丁
若
鏞
は
朝
鮮
実
学
思
想
の
集

大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
正
祖
七
年
（
一
七
八
三
）
に
科
挙
に

合
格
し
て
正
祖
の
信
任
を
得
て
行
政
官
と
し
て
も
業
績
を
上
げ
る

が
、
純
祖
元
年
（
一
八
〇
一
）、
天
主
教
迫
害
事
件
を
受
け
て
一

八
年
間
配
流
、
そ
の
間
学
問
に
専
念
し
、
多
く
の
実
学
思
想
の
著

作
を
著
わ
し
た
。
本
書
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
観
念
的
な
朱
子
学

を
批
判
し
、
当
時
の
頽
廃
し
た
地
方
官
の
紀
風
を
刷
新
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
と
い
う）

42
（

。
鉛
活
字
本
は
光
武
五
年
（
一
九
〇
一
）

に
成
立
。
本
書
は
緒
論
と
し
て
の
〈
赴
任
〉〈
律
己
〉〈
奉
公
〉

〈
愛
民
〉、
本
論
の
〈
吏
典
〉〈
戸
典
〉〈
礼
典
〉〈
兵
典
〉〈
刑
典
〉

〈
工
典
〉
の
六
典
、
余
論
の
〈
賑
荒
〉〈
解
官
〉
の
合
計
一
二
篇
か

ら
な
り
、
各
篇
に
は
そ
れ
ぞ
れ
六
条
の
細
目
が
設
け
ら
れ
、
以
下

の
よ
う
な
七
二
篇
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
除
拝
」「
治
装
」「
辞
朝
」「
啓
行
」「
上
官
」「
莅
事
」（
以

下
〈
赴
任
〉
六
条
）「
飭
躬
」「
清
心
」「
斉
家
」「
屏
客
」

「
節
用
」「
楽
施
」（
以
下
〈
律
己
〉
六
条
）「
瞻
賀
」「
守

法
」「
礼
際
」「
報
聞
」「
貢
納
」「
往
役
」（
以
下
〈
奉
公
〉

六
条
）「
養
老
」「
慈
幼
」「
振
窮
」「
哀
喪
」「
寛
疾
」「
救

災
」（
以
下
〈
愛
民
〉
六
条
）「
束
吏
」「
馭
衆
」「
用
人
」

「
挙
賢
」「
察
物
」「
考
功
」（
以
下
〈
吏
典
〉
六
条
）「
田

政
」「
税
法
」「
糓
簿
」「
戸
籍
」「
平
賦
」「
勧
農
」（
以
下

〈
戸
典
〉
六
条
）「
祭
祀
」「
賓
客
」「
教
民
」「
興
学
」「
辨

等
」「
課
芸
」（
以
下
〈
礼
典
〉
六
条
）「
簽
丁
」「
練
卒
」

「
修
兵
」「
勧
武
」「
応
変
」「
禦
寇
」（
以
下
〈
兵
典
〉
六

条
）「
聴
訟
」「
断
獄
」「
慎
刑
」「
恤
囚
」「
禁
暴
」「
除
害
」

（
以
下
〈
刑
典
〉
六
条
）「
山
林
」「
川
沢
」「
繕
廨
」「
修

城
」「
道
路
」「
匠
作
」（
以
下
〈
工
典
〉
六
条
）「
備
資
」

「
勧
分
」「
規
模
」「
設
施
」「
補
力
」「
竣
事
」（
以
下
〈
賑

荒
〉
六
条
）「
逓
代
」「
帰
装
」「
願
留
」「
乞
宥
」「
隠
卒
」

「
遺
愛
」（
以
下
〈
解
官
〉
六
条
）

丁
若
鏞
は
そ
の
自
序
に
お
い
て
、「
昔
、
舜
は
堯
を
継
い
で
、

十
二
名
の
牧
に
命
じ
て
民
を
牧
せ
し
め
た
。
文
王
は
政
道
を
確
立

す
る
に
あ
た
り
、
司
牧
を
立
て
て
牧
夫
と
し
た
。
孟
子
は
平
陸
に

行
き
牧
畜
で
牧
民
を
喩
え
た
。
養
民
の
こ
と
を
牧
と
い
う
の
は
聖

賢
の
遺
義
で
あ
る
。
聖
賢
の
教
え
に
は
本
来
二
つ
の
途
が
あ
る
。

「
司
徒
」
は
万
民
に
教
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
身
を
修
め
さ
せ
た
。「
大

学
」
は
公
卿
大
夫
に
教
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
身
を
修
め
、
民
を
治
め

さ
せ
た
。
治
民
と
は
牧
民
の
こ
と
だ
。
な
ら
ば
君
子
の
学
は
修
身

が
半
分
、
も
う
半
分
は
牧
民
で
あ
る
。
聖
賢
は
遠
い
昔
で
言
動
は

（
一
五
三
）　
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埋
も
れ
、
そ
の
道
は
塞
が
れ
て
い
る
。
今
の
司
牧
た
る
者
は
た
だ

利
益
を
得
る
こ
と
の
み
に
焦
り
、
牧
民
の
方
法
を
知
ら
な
い
。
そ

の
た
め
民
は
痩
せ
こ
け
、
相
次
い
で
野
垂
れ
死
に
す
る
。
し
か
し

為
政
者
は
な
お
よ
い
服
を
着
て
旨
い
も
の
を
食
べ
私
腹
を
肥
や
し

て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
し
て
悲
し
ま
な
い
で
お
ら
れ
よ
う
か）

43
（

」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
官
僚
道
徳
規
範
は
〈
律
己
〉〈
奉

公
〉〈
愛
民
〉
な
ど
の
各
篇
の
諸
項
目
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、『
牧
民
心
書
』
も
ま
た
実
学
者
が
著
わ
し
た
実
用
書
的

な
一
面
を
兼
ね
備
え
た
書
物
で
あ
っ
た
。
光
武
五
年
本
に
付
さ
れ

た
凡
例
に
「
こ
の
書
は
地
方
政
治
家
の
指
針
で
あ
り
、
世
を
輔
け

人
の
上
に
立
つ
者
の
規
範
で
あ
る
。
そ
の
率
直
な
言
は
ま
さ
に
正

し
い
道
で
あ
り
、
世
俗
物
情
、
民
風
士
習
を
兼
ね
て
述
べ
、
真
理

を
探
究
す
る
こ
と
深
遠
で
あ
る
。
も
と
よ
り
世
を
治
め
る
実
学
、

経
世
済
民
の
手
本
で
あ
る
。
時
代
が
移
ろ
う
と
山
河
が
変
わ
ろ
う

と
、
そ
の
心
や
理
は
違
う
こ
と
は
な
い）

44
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
本
書

の
主
流
を
占
め
る
六
典
は
実
務
行
政
指
南
の
役
割
を
任
じ
て
い
る
。

『
牧
民
心
書
』
と
前
後
し
て
朝
鮮
王
朝
時
代
に
作
成
さ
れ
た

他
の
官
箴
書
に
つ
い
て
は
内
藤
吉
之
助
に
よ
っ
て
『
朝
鮮
民
政
資

料 

牧
民
篇
』
に
重
複
を
整
理
し
た
上
で
一
三
種
の
書
に
ま
と
め

ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る）

45
（

。
こ
れ
は
「
守
令
の
執
務
指
導
書
の

類
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
内
藤
は
江
戸
時
代
の
地
方
書
や
中
国
清

代
の
官
箴
書
と
区
別
し
て
「
政
要
書
」
と
よ
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て

い
る
。
そ
の
目
次
に
沿
っ
て
主
だ
っ
た
も
の
を
概
観
し
よ
う
。

『
治
郡
要
訣
』
は
全
七
篇
、
英
祖
末
（
十
八
世
紀
後
半
）
の
写

本
。
そ
の
第
一
篇
は
粛
宗
末
、
英
祖
初
期
（
十
八
世
紀
初
）
に
成

立
し
た
も
の
を
含
み
、
朝
鮮
の
政
要
書
と
し
て
は
こ
れ
が
最
古
と

さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
牧
民
心
書
』
に
一
部
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
居
官
大
要
」「
未
到
任
前
雑
細
事
宜
」「
到
任
後
事
」「
民
訴
」

「
伝
令
」「
臨
下
」「
謹
守
公
穀
」「
考
察
文
書
下
記
」「
定
排
朔
」

「
定
式
例
」「
賓
旅
之
供
」「
興
学
校
」「
正
風
俗
」「
勧
農
桑
」「
武

備
」「
治
盗
法
」「
考
籍
案
」「
作
邑
摠
」「
郷
薦
差
任
」「
留
意
解

由
」「
獄
修
理
」
の
二
〇
項
目
か
ら
な
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実

務
行
政
指
南
で
あ
る
。
第
二
篇
は
「
糶
糴
法
」「
軍
政
」「
田
政
」、

第
三
篇
は
「
田
政
法
」「
家
坐
法
」「
缿
筩
法
」「
為
政
之
要
」
か

ら
な
る
。
第
四
篇
の
「
治
郡
要
法
」
は
全
六
一
条
か
ら
な
る
。
そ

の
第
一
条
に
「
清
・
慎
・
勤
の
三
字
は
治
郡
第
一
根
本
の
大
頭
脳

で
あ
る
。
身
を
持
す
る
こ
と
清
潔
に
し
て
、
す
べ
て
の
こ
と
に

慎
・
勤
を
必
ず
心
掛
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
治
め
ら
れ
な
い
と
い
っ

た
心
配
が
あ
ろ
う
か）

46
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」
と
官
僚
道
徳
規
範
を
述
べ
る
が
、
他
は
実

務
行
政
指
南
で
あ
る
。
第
五
篇
お
よ
び
第
六
篇
は
李
光
佐
が
後
輩

の
求
め
に
応
じ
た
私
信
を
採
録
し
た
も
の
。
李
光
左
は
粛
宗
二
十

年
（
一
六
九
四
）
の
状
元
で
領
議
政
に
至
り
、
英
祖
十
六
年
（
一

（
一
五
四
）　
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〇
）
に
没
し
た
官
僚
で
あ
る
。
第
五
篇
は
「
自
治
」「
得

人
」「
飭
励
」「
治
民
」「
教
民
」「
練
武
」「
良
役
」「
田
政
」「
糶

政
」
の
八
項
目
よ
り
な
る
。
第
六
篇
は
同
じ
く
李
光
佐
が
著
わ
し

た
も
の
で
、「
坐
衙
」「
訴
牒
」「
待
吏
卒
」「
田
政
」「
軍
政
」「
糶

政
」
の
六
項
目
か
ら
な
る
。
こ
れ
に
第
七
篇
と
し
て
「
利
川
府
使

韓
咸
之
書
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

『
用
中
録
』
は
『
居
官
大
要
』
の
一
部
で
成
立
期
は
不
詳
。「
田

政
」「
軍
政
」「
還
上
」「
大
同
」「
諸
般
可
拠
」
の
五
項
か
ら
な
る
。

『
政
要
抄
』
は
『
三
到
』（
純
祖
八
年
〔
一
八
〇
八
〕
頃
の
写

本
）
の
一
部
で
、〈
察
風
俗
〉〈
吏
典
〉〈
戸
典
〉〈
礼
典
〉〈
兵

典
〉〈
田
政
〉〈
工
典
〉〈
還
政
〉〈
賑
政
〉〈
刑
典
〉
の
一
〇
篇

か
ら
な
る
。
九
二
条
が
こ
こ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

『
牧
民
大
方
』
は
洪
良
浩
の
撰
、
正
祖
十
六
年
（
一
七
九
二
）

木
活
字
本
で
あ
る
。
洪
良
浩
は
正
祖
に
重
用
さ
れ
て
編
纂
事
業
に

携
わ
っ
た
官
僚
学
者
の
一
典
型
で
、
純
祖
二
年
（
一
八
〇
二
）
に

死
去
し
た
。〈
吏
典
之
属
〉〈
戸
典
之
属
〉〈
礼
典
之
属
〉〈
兵
典
之

属
〉〈
刑
典
之
属
〉〈
工
典
之
属
〉〈
什
伍
相
聯
之
制
〉
か
ら
な
り
、

内
藤
吉
之
助
は
、
朝
鮮
の
政
要
書
は
こ
こ
に
至
っ
て
一
つ
の
秩
序

を
得
た
と
す
る）

47
（

。

『
先
覚
』
は
、
二
巻
、
編
者
未
詳
、
正
祖
十
六
年
（
一
七
九

二
）
以
後
に
成
立
し
た
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、「
古
の
循
吏
・
良

吏
の
治
民
の
道
は
、『
牧
民
心
鑑
』
の
一
書
に
尽
き
る
。『
牧
民
心

鑑
』
一
百
有
十
条
は
古
の
良
吏
朱
逢
吉
が
撰
し
た
も
の
で
あ
り
、

固
よ
り
後
に
法
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ま
古
今
事
情
の
異
な
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
た
め
六
〇
条
を
抄
録
し
、
そ
れ
に
近
俗
の
便
宜

を
書
き
添
え
、
書
名
を
先
覚
と
改
め
た）

48
（

」
と
い
う
。

『
居
官
大
要
』
は
、
編
者
未
詳
、
純
祖
期
の
写
本
で
、「
居
官
大

要
」「
民
訴
」「
伝
令
」「
簿
帳
」「
農
桑
」「
戸
籍
」「
学
校
」「
田

政
」「
分
糶
」「
捧
糴
」「
軍
政
」「
軍
器
」「
雑
条
」「
賑
政
」
の
一

四
項
目
に
わ
た
る
守
令
の
任
務
に
必
要
な
知
識
を
編
纂
し
た
も
の
。

最
後
の
『
麾
事
摠
要
』
は
、
英
祖
十
七
年
（
一
七
四
一
）
の
金

城
県
令
洪
鑑
輔
の
報
状
草
案
な
ど
を
編
集
し
た
も
の
で
、「
高
陽

文
牒
」「
金
城
文
牒
」「
伝
令
」「
辞
状
」「
祈
晴
祭
祝
文
」
か
ら
な

る
。以

上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、『
朝
鮮
民
政
資
料 

牧
民
篇
』
に
収

録
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
時
代
の
官
箴
書
で
あ
る
政
要
書
の
ほ
と
ん
ど

は
官
僚
道
徳
規
範
を
強
調
す
る
「
牧
令
之
書
」
と
い
う
よ
り
は
実

務
行
政
指
南
を
中
心
と
す
る
実
用
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

49
（

。

（
3
）　

ベ
ト
ナ
ム
の
場
合

最
後
に
ベ
ト
ナ
ム
の
官
箴
書
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
公
益

財
団
法
人
東
洋
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
本
の
目
録
『
東
洋

（
一
五
五
）　
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文
庫
蔵
越
南
本
書
目
』（
財
団
法
人
東
洋
文
庫
古
代
史
研
究
委
員

会
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
限
り
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
「
牧
民
」
を

書
名
に
冠
し
た
書
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
明
ら
か
に

中
国
官
箴
書
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
名
を
持
つ
書
が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
『
仕
宦
須
知
』
で
あ
る
。
本
書
は
不
分
巻
二
冊
、

刑
部
奉
勅
撰
、
嗣
徳
八
年
（
一
八
五
五
）
に
成
立
し
た
も
の
で
、

写
本
一
本
、
二
一
一
葉
（
第
一
七
八
葉
を
欠
く
）
か
ら
な
っ
て
い

る
。
旧
フ
ラ
ン
ス
遠
東
学
院
所
蔵
の
も
の
で
、
東
洋
文
庫
の
も
の

は
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
本
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
京

城
各
衙
や
各
省
の
説
明
、
官
制
、
典
礼
な
ど
の
説
明
を
施
し
た
も

の
で
あ
り
、
官
箴
書
と
い
う
よ
り
も
会
典
の
類
の
覚
書
と
い
っ
て

よ
い
。

そ
れ
に
対
し
中
国
官
箴
書
に
近
い
も
の
は
、『
仕
宦
箴
規
』
一

冊
で
あ
る）

50
（

。
目
録
と
序
を
合
わ
せ
て
一
三
七
葉
か
ら
な
る
写
本
で
、

序
と
末
尾
に
「
黙
斎
黄
熙
著
」
の
記
載
が
あ
る
。
同
じ
く
旧
フ
ラ

ン
ス
遠
東
学
院
所
蔵
の
も
の
で
、
東
洋
文
庫
の
も
の
は
そ
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
本
で
あ
る
。
後
人
が
著
わ
し
た
と
思
わ
れ
る

序
に
よ
れ
ば
、「
時
江
の
黄
熙
黙
斎
先
生
は
県
令
の
職
に
あ
っ
た
。

学
識
が
広
く
、
政
治
に
不
正
が
な
く
、
そ
の
修
己
治
人
、
蒞
職
臨

民
、
時
代
に
合
っ
た
業
務
に
お
い
て
熟
達
し
な
い
も
の
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
朝
廷
の
政
治
・
立
法
を
思
い
、
人
臣
た
る
者
は
そ

れ
を
慎
ん
で
戒
め
実
行
す
べ
き
こ
と
を
教
え
た
。
黙
斎
に
斉
わ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
、
仕
官
す
る
者
が
多
く
そ
の
才
を
恃
み
、

あ
る
い
は
凡
庸
な
人
間
が
聖
天
子
の
訓
導
の
意
味
を
理
解
で
き
な

い
こ
と
を
ひ
た
す
ら
恐
れ
、
そ
こ
で
一
篇
の
書
を
著
述
し
、
こ
れ

を
名
付
け
て
「
仕
宦
箴
規
」
と
い
っ
た）
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」
と
あ
る
。
景
興
四
十
二

年
（
一
七
八
一
）
七
月
ま
で
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
第
一
の
項
目
「
正
心
修
身
」
に
は
、「
凡
そ
官
僚
た
る
者

は
ま
ず
自
分
の
身
を
修
め
て
の
ち
他
人
を
正
す
の
で
あ
る
。
ま
ず

そ
の
心
を
正
し
て
の
ち
そ
の
事
を
行
う
の
で
あ
る
。
人
の
善
悪
は

そ
の
心
に
由
来
し
な
い
も
の
は
な
い
。
ゆ
え
に
〔『
大
学
』
に
〕

「
心
正
し
て
後
、
身
修
ま
る
。
身
修
ま
り
て
後
、
家
斉
ふ
。
家
斉

ひ
て
後
、
国
治
ま
る
。
国
治
ま
り
て
後
、
天
下
平
ぐ
」
と
い
う
。

ま
た
〔『
論
語
』
に
〕「
其
の
身
正
け
れ
ば
、
令
せ
ず
と
雖
も
行
は

る
。
其
の
身
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
令
す
る
と
雖
も
従
は
ず
」
と
い

い
、「
能
く
其
の
身
を
正
せ
ば
、
従
政
に
於
て
何
を
か
有
ら
ん
。

其
の
身
、
正
す
能
は
ざ
れ
ば
、
人
を
正
す
こ
と
如
何
せ
ん
」
と
い

う
。
ゆ
え
に
〔『
礼
記
』
に
〕「
政
と
は
正
な
り
」
と
い
う
。
身
心

が
正
し
い
か
ら
に
は
、
そ
の
政
は
必
ず
正
し
い
。
行
動
は
不
偏
不

党
で
あ
り
中
庸
の
道
に
合
え
ば
、
ど
う
し
て
理
に
適
わ
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
正
の
一
字
の
意
味
は
大
き
い
。
身
が
正

（
一
五
六
）　
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し
け
れ
ば
心
は
邪
に
は
な
ら
な
い
。
心
が
正
け
れ
ば
思
い
が
乱
れ

な
い
。
水
は
そ
の
流
れ
を
正
せ
ば
必
ず
澄
み
、
樹
は
そ
の
影
を
正

せ
ば
必
ず
直
に
な
る
。
家
は
正
し
く
し
て
和
と
な
り
、
国
は
正
し

く
し
て
順
と
な
り
、
君
は
正
し
く
し
て
聖
と
な
り
、
臣
は
正
し
く

し
て
忠
と
な
る
。
天
下
の
道
理
は
こ
れ
に
す
ぐ
る
も
の
は
な
い）

52
（

」

と
あ
り
、
こ
れ
を
読
め
ば
、
こ
の
書
も
ま
た
儒
教
を
背
景
と
す
る

官
僚
道
徳
規
範
を
重
視
す
る
「
牧
令
之
書
」
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
目
録
に
は
続
く
一
二
九
項
目
の
以
下
の
よ
う
な
表

題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
保
守
俸
禄
」「
馭
下
厳
粛
」「
友
愛
僚
朋
」「
之
任
須
知
」

「
署
事
公
規
」「
聴
納
詞
訟
」「
禁
約
号
令
」「
禁
止
私
謁
」

「
佐
弐
官
」「
正
官
」「
束
約
典
吏
」「
祭
祀
誠
敬
」「
迎
接
宣

詔
」「
推
問
刑
名
」「
倉
庫
銭
糧
」「
整
点
橋
梁
」「
市
価
依

時
」「
立
行
」「
礼
体
」「
謹
言
」「
公
正
」「
定
見
」「
択
友
」

「
避
疑
」「
革
弊
」「
聴
察
」「
果
断
」「
立
信
」「
慎
出
入
」

「
斉
家
」「
廉
潔
」「
禁
擾
郷
民
」「
公
因
科
斂
」「
抑
治
豪

強
」「
稽
考
簿
書
」「
勧
課
農
桑
」「
新
官
赴
任
須
知
」「
新
官

旧
官
等
迎
接
事
例
」「
新
官
赴
任
事
例
」「
始
任
儀
註
」「
始

任
雑
忌
」「
赴
任
謁
神
事
例
」「
儀
註
」「
謁
神
儀
節
」「
祝

文
」「
上
任
事
例
相
見
礼
」「
上
任
儀
節
」「
祝
文
」「
新
官
謁

先
師
獄
主
儀
節
」「
衙
門
公
堂
并
器
用
事
例
」「
新
官
赴
任
諭

僚
属
事
例
」「
赴
任
施
行
事
例
」「
衙
門
事
例
」「
衙
門
視
事

例
」「
衙
門
批
状
事
例
」「
衙
門
梏
柑
事
例
」「
私
室
礼
事

例
」「
衙
門
訟
事
例
」「
灯
火
銭
事
例
」「
衙
門
謝
公
堂
事

例
」「
衙
門
差
行
事
例
」「
某
衙
門
官
槅
作
住
居
庁
宇
并
什
物

帖
示
事
例
」「
移
文
体
式
」「
交
印
式
」「
領
印
式
」「
新
官
赴

任
示
公
堂
体
式
」「
示
私
室
体
式
」「
供
窮
無
所
出
」「
供
良

善
」「
供
誤
酒
」「
諸
勘
騐
法
」「
騐
疑
難
法
」「
騐
人
未
相

通
」「
騐
女
人
無
相
通
」「
騐
男
女
通
淫
法
」「
騐
男
女
通
淫

式
」「
騐
人
胎
生
法
」「
騐
堕
胎
法
」「
騐
堕
胎
体
式
」「
右

騐
」「
騐
沉
溺
命
法
」「
騐
自
縊
法
」「
騐
延
焼
人
法
」「
騐
毒

薬
殺
人
式
」「
騐
死
骨
」「
騐
男
人
骨
」「
騐
女
人
骨
」「
騐
屍

在
郷
中
路
傍
不
知
何
人
所
刺
法
」「
騐
殴
人
折
歯
法
」「
騐
闘

殴
式
」「
苦
伴
馳
請
状
式
」「
某
社
社
長
先
畧
騐
人
死
体
式
」

「
本
総
各
社
社
長
拠
騐
体
式
」「
苦
伴
馳
請
府
県
就
亭
屍
有
状

告
公
同
体
式
」「
本
総
各
社
社
長
投
納
文
案
各
幅
再
供
端
指

引
体
式
」「
本
社
社
長
阮
某
供
端
指
引
体
式
」「
本
社
社
長
供

端
指
引
体
式
」「
苦
伴
供
端
指
引
就
認
取
身
屍
体
式
」「
苦
伴

人
供
領
身
屍
埋
瘞
体
式
」「
公
同
看
騐
体
式
」「
避
臭
穢
法
」

「
騐
人
命
例
」「
当
官
事
例
」「
慶
賀
表
式
」「
進
表
式
」「
拝

牌
例
」「
儀
仗
」「
牌
礼
儀
節
」「
讃
文
」「
丁
祭
告
祭
儀
節
」

「
告
祭
文
」「
省
牲
儀
節
」「
丁
祭
日
儀
節
」「
丁
祭
文
」「
属

（
一
五
七
）　
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号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

祭
告
儀
節
」「
属
祭
儀
節
」「
属
祭
牒
文
」「
属
祭
文
」「
右

体
」「
春
祭
告
儀
節
」「
春
祭
儀
節
」「
盟
誓
体
式
」「
某
衙
門

官
并
吏
為
立
誓
券
事
」「
右
祝
文
」「
吏
部
体
式
」「
勘
騐
体

式
」「
給
末
下
体
式
」「
某
府
同
某
県
為
騐
人
命
事
」「
騐
人

命
例
」

以
上
を
通
観
す
る
に
、
官
僚
道
徳
規
範
と
思
わ
れ
る
も
の
は

「
正
心
修
身
」
を
除
い
て
も
、「
立
行
」「
礼
体
」「
謹
言
」「
公

正
」「
定
見
」「
立
信
」「
斉
家
」「
廉
潔
」
な
ど
の
項
目
が
立
て
ら

れ
て
い
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
目
録
中
の
諸
表
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
後
半
に

な
る
と
、
単
な
る
実
務
行
政
指
南
に
止
ま
ら
ず
、「
〜
事
例

（
例
）」「
〜
儀
註
」「
儀
節
」「
〜
体
式
（
式
）」「
〜
法
」
と
い
っ

た
具
体
的
な
サ
ン
プ
ル
を
掲
げ
た
便
覧
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
書
は
実
用
書
的
な
要
素
が
多
く
、
そ
れ
ゆ

え
に
ま
た
官
僚
道
徳
規
範
と
い
う
よ
り
は
官
僚
の
実
務
行
政
指
南

と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る）

53
（

。

お
わ
り
に

以
上
、『
牧
民
忠
告
』
や
『
牧
民
心
鑑
』
と
い
う
中
国
官
箴
書

が
日
本
で
受
容
さ
れ
た
経
緯
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
周
辺
諸
国
で
独
自

に
編
ま
れ
た
官
箴
書
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

官
箴
書
と
は
そ
も
そ
も
「
治
民
」
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
説
い
た
書
で

あ
り
、
そ
の
主
目
的
は
あ
く
ま
で
も
実
用
の
た
め
の
具
体
的
な
情

報
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
官
箴
書
に
は
同
時
に
官

僚
道
徳
規
範
を
併
せ
説
く
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

官
箴
書
が
そ
の
名
に
由
来
す
る
「
官
箴
」
＝
道
徳
規
範
た
る
体
裁

を
と
る
べ
く
序
文
や
巻
頭
に
そ
れ
ら
を
盛
り
込
ん
だ
た
め
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
が
官
箴
書
の
実
質
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
特
徴
は
中
国
官
箴
書
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
で
独
自
に
編
ま

れ
た
官
箴
書
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
で
中
国
官
箴
書
が
受
容
さ
れ
、
そ
の
訳
注
本
が
多
く
刊
行

さ
れ
た
背
景
に
、
そ
れ
ら
を
「
牧
令
之
書
」、
す
な
わ
ち
規
範
書

と
し
て
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
領
主
層
を
は
じ
め
と
す
る
上
層
部

指
導
者
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、

現
場
で
直
接
民
政
を
担
当
し
た
民
政
官
た
ち
が
こ
れ
ら
の
書
を
読

ん
だ
目
的
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
独
自
の
官
箴
書

が
編
ま
れ
た
時
期
は
奇
し
く
も
十
九
世
紀
前
半
に
集
中
す
る
。
こ

の
意
味
に
つ
い
て
は
軽
々
に
論
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ

え
て
い
う
な
ら
、
こ
れ
ら
三
国
に
は
こ
の
時
期
、
人
口
増
加
や
社

会
構
造
の
多
様
化
に
よ
る
地
方
統
治
の
複
雑
化
が
共
通
し
て
生
じ

る
よ
う
に
な
り
、
従
来
口
伝
で
賄
っ
て
い
た
地
方
統
治
に
関
す
る

（
一
五
八
）　



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
五
九

情
報
伝
達
が
も
は
や
限
界
に
達
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
り
、

加
え
て
印
刷
文
化
の
普
及
が
そ
れ
を
後
押
し
し
た
よ
う
だ
。
そ
の

意
味
で
は
十
九
世
紀
前
半
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
方
統
治
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
の
時
代
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
九
〇
年
中
頃
、
中
国
で
は
多
く
の
官
箴
書
を

叢
書
と
し
て
影
印
で
一
括
出
版
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
同
時
に
官

箴
書
に
つ
い
て
の
研
究
が
活
発
化
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
背

景
に
は
中
国
共
産
党
の
幹
部
官
僚
に
よ
る
腐
敗
の
深
刻
化
が
あ
り
、

幹
部
官
僚
た
ち
に
官
箴
書
に
込
め
ら
れ
た
官
僚
道
徳
規
範
を
広
く

読
ま
せ
る
こ
と
で
自
己
修
養
と
自
己
規
制
を
促
す
と
い
う
指
導
者

層
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の

よ
う
な
官
箴
書
の
性
格
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
効
果
を

も
た
ら
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
出
版
の
恩
恵
に
与
っ
た
の
は
皮

肉
に
も
そ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
活
用
で
き
る
便
宜
を
得
た
我
々
歴

史
研
究
者
の
み
だ
っ
た
。

註（1
）　

中
国
の
近
三
〇
年
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
趙
騫
「
三
十
年
来
我

国
古
代
官
箴
研
究
述
論
与
展
望
」（『
中
国
史
研
究
動
態
』
二
〇
〇

九
年
四
期
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

関
志
国
「
官
箴
的
発
展
」（
郭
成
偉
・
関
志
国
『
清
代
官
箴
理

念
対
州
県
司
法
的
影
響
』
北
京
、
中
国
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九

年
所
収
）。

（
3
）　

郭
成
偉
「
導
論
」（
前
掲
『
清
代
官
箴
理
念
対
州
県
司
法
的
影

響
』
所
収
）。

（
4
）　

杜
金
「
明
清
民
間
商
業
運
作
下
的
〝
官
箴
書
〞
伝
播
―
以
坊
刻

与
書
肆
為
視
角
」（『
法
制
与
社
会
発
展
』
二
〇
一
一
年
三
期
）
九

三
頁
。

（
5
）　

中
国
官
箴
書
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
山
本
英
史
「
伝
統
中
国
の

官
僚
道
徳
規
範
と
そ
の
変
容
」（
山
本
正
身
編
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
知
の
伝
達
」
の
伝
統
と
系
譜
』
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
二
年
所
収
）
に
よ
り
詳
細
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
。

（
6
）　

本
書
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
古
林
森
廣
「
元
代
の
官
箴
書
『
牧

民
忠
告
』
に
つ
い
て
」（
東
洋
経
済
史
学
会
編
『
中
国
の
歴
史
と
経

済
』
中
国
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）
参
照
。

（
7
）　

小
川
和
也
『
牧
民
の
思
想
―
江
戸
の
治
者
意
識
』（
平
凡
社
、

二
〇
〇
八
年
）
三
八
二
〜
三
八
八
頁
（
Ｂ
表
）。

（
8
）　

小
川
前
掲
書
一
一
八
〜
一
二
五
頁
、
一
六
〇
〜
一
六
一
頁
、
一

六
五
〜
一
六
八
頁
、
二
二
八
〜
二
三
九
頁
、
二
五
九
〜
二
八
〇
頁
、

三
七
五
〜
三
八
二
頁
（
Ａ
表
）。

（
9
）　

活
字
本
に
小
野
武
夫
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
三
巻
、

（
近
世
地
方
経
済
史
料
刊
行
会
、
一
九
三
二
年
）
が
あ
る
。

（
10
）　

活
字
本
に
『
山
鹿
素
行
全
集
』
一
巻
（
帝
国
武
徳
学
会
、
一
九

一
五
年
）
が
あ
る
。

（
11
）　

活
字
本
に
滝
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
叢
書
』
第
一
四
巻
（
日
本

経
済
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
四
〜
一
九
一
五
年
）
が
あ
る
。

（
12
）　
『
牧
民
忠
告
』
巻
上
〈
拝
命
〉、
省
己
「
命
下
之
日
、
則
拊
心
自

省
。
有
何
勲
閥
行
能
膺
茲
異
数
。
苟
要
其
廩
禄
、
仮
其
威
権
、
惟

（
一
五
九
）　



一
六
〇

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

（
一
六
〇
）　

済
己
私
、
靡
思
報
国
、
天
監
伊
邇
将
不
汝
容
。
夫
受
人
直
而
怠
其

工
、
儋
人
爵
而
曠
其
事
、
已
則
逸
矣
、
如
公
道
何
。
如
百
姓
何
」。

（
13
）　
『
牧
民
忠
告
』
巻
上
〈
拝
命
〉、
戒
貪
「
普
天
率
土
、
生
人
無
窮

也
。
然
受
国
寵
霊
、
而
為
民
司
牧
者
、
能
幾
何
。
人
既
受
命
以
牧

斯
民
矣
、
而
不
能
守
公
廉
之
心
、
是
自
不
愛
也
。
寧
不
為
世
所
誚

耶
」。

（
14
）　
『
牧
民
忠
告
』
巻
上
〈
拝
命
〉、
心
誠
愛
民
智
無
不
及
「
赤
子
之

生
、
無
有
知
識
。
然
母
之
者
、
常
先
意
得
其
所
欲
焉
。
其
理
無
他
。

誠
然
而
已
矣
。
誠
生
愛
、
愛
生
智
。
惟
其
誠
。
故
愛
無
不
周
。
惟

其
愛
。
故
智
無
不
及
。
吏
之
於
民
、
与
是
奚
異
哉
。
誠
有
子
民
之

心
、
則
不
患
其
才
智
之
不
及
矣
」。

（
15
）　

本
書
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
林
秀
一
『
牧
民
心
鑑
』
明
徳
出
版

社
、
一
九
七
三
年
、
参
照
。

（
16
）　

小
川
前
掲
書
三
八
六
〜
三
八
八
頁
（
Ｂ
表
）。

（
17
）　

小
川
前
掲
書
三
〇
〇
〜
三
三
六
頁
、
三
七
九
〜
三
八
一
頁
（
Ａ

表
）。

（
18
）　
『
牧
民
心
鑑
』
自
跋
「
右
牧
民
心
鑑
者
、
所
以
明
牧
民
者
之
立

心
当
如
此
也
。
夫
有
此
心
、
然
後
有
此
政
。
心
不
先
立
、
何
以
施

諸
政
哉
」。

（
19
）　
『
牧
民
心
鑑
』
巻
上
、
謹
始
、
度
己
分
「
尽
吾
之
心
、
正
吾
之

身
、
斉
吾
之
家
、
善
吾
之
政
、
俾
無
一
事
之
失
惰
、
無
一
時
之
不

謹
、
無
一
政
不
止
於
善
、
無
一
民
不
得
其
所
。
能
如
是
、
斯
可
以

自
始
至
終
。
永
保
天
禄
、
上
顕
宗
祖
、
下
栄
子
孫
矣
」。

（
20
）　
『
牧
民
心
鑑
』
巻
上
、
謹
始
、
立
志
節
「
其
異
於
人
、
在
乎
立

志
。
志
者
何
。
曰
廉
、
曰
慎
、
曰
公
、
曰
勤
。
廉
則
心
清
欲
寡
、

人
不
能
干
。
慎
則
思
慮
精
明
、
事
無
失
度
。
公
則
無
私
而
理
直
。

勤
則
政
集
而
人
安
。
志
此
四
端
、
庶
務
挙
矣
」。

（
21
）　

山
本
前
掲
論
文
八
五
〜
八
六
頁
。

（
22
）　

小
川
前
掲
書
三
六
三
〜
三
六
四
頁
。

（
23
）　

古
林
前
掲
論
文
一
七
四
頁
。

（
24
）　
『
牧
民
心
鑑
』
周
序
「
元
故
西
台
中
丞
済
南
張
文
忠
公
嘗
為
牧

民
忠
告
等
書
、
以
行
於
世
。
君
子
偉
之
。
吾
友
前
湖
広
憲
僉
檇
李

朱
君
復
為
牧
民
心
鑑
一
編
。
所
以
奉
官
守
、
厚
民
生
、
固
邦
本
、

崇
教
化
、
正
己
以
率
物
、
右
徳
而
緩
刑
者
、
益
加
詳
矣
」。

（
25
）　

林
前
掲
書
三
一
頁
。

（
26
）　

林
前
掲
書
「
解
説
」
一
五
頁
。

（
27
）　

林
前
掲
書
「
解
説
」
一
一
〜
一
二
頁
。

（
28
）　
『
淮
南
子
』
精
神
訓
編
「
夫
牧
民
者
、
猶
畜
禽
獣
也
」。

（
29
）　
『
牧
民
金
鑑
』
の
解
題
に
つ
い
て
は
、
瀧
川
政
次
郎
「
解
題
」

（
同
校
訂
『
牧
民
金
鑑
』
上
下
、
刀
江
書
院
、
一
九
三
五
年
）
お
よ

び
佐
藤
常
雄
「
牧
民
金
鑑
」（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
一
年
）
参
照
。

（
30
）　

佐
藤
前
掲
「
牧
民
金
鑑
」。

（
31
）　

瀧
川
前
掲
「
解
題
」
三
頁
。

（
32
）　

小
川
前
掲
書
三
六
四
頁
。

（
33
）　

小
川
前
掲
書
三
六
五
頁
。

（
34
）　
『
国
書
総
目
録
』〔
補
訂
版
〕
第
七
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一

年
）
に
は
こ
の
ほ
か
「
牧
民
」
を
書
名
に
冠
し
た
も
の
と
し
て
、

①
『
牧
民
総
覧
』、
②
『
牧
民
評
記
』、
③
『
牧
民
要
語
』、
④
『
牧

民
要
覧
』
⑤
『
牧
民
類
聚
編
』
の
五
種
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

①
②
は
『
近
世
漢
学
者
著
述
目
録
大
成
』
に
書
名
が
収
録
さ
れ
る

の
み
、
④
は
岡
山
大
学
池
田
家
文
庫
蔵
と
あ
り
、
小
川
和
也
が
③



東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
官
箴
書
の
普
及
に
つ
い
て

一
六
一
（
一
六
一
）　

は
『
農
譚
藪
』
の
付
録
、
⑤
は
救
荒
書
と
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
未
見
で
あ
る
。

（
35
）　

嘉
永
三
年
詩
山
堂
版
『
福
恵
全
書
』
の
影
印
本
は
一
九
七
三
年

に
汲
古
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
は
、
山
根

幸
夫
「『
福
恵
全
書
』
解
題
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）　

山
根
幸
夫
前
掲
「『
福
恵
全
書
』
解
題
」。

（
37
）　
『
福
恵
全
書
』
自
序
「
福
者
言
乎
造
福
之
心
也
。
恵
者
言
乎
施

恵
之
事
也
。
夫
人
有
是
心
、
而
後
有
是
事
、
無
是
心
而
即
無
是
事
」。

（
38
）　

和
刻
本
『
福
恵
全
書
』
小
畑
序
「
黄
氏
六
鴻
、
福
を
地
方
に
造

り
、
恵
を
百
姓
に
施
す
。
其
の
撰
す
る
所
の
福
恵
全
書
、
皆
人
君

司
牧
斯
民
の
事
な
り
。
夫
れ
国
君
は
父
の
如
く
、
民
人
は
子
の
如

く
、
之
れ
が
司
牧
た
る
者
は
、
君
の
心
を
以
て
心
と
為
し
、
其
の

人
に
忍
び
ざ
る
の
心
を
以
て
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
を
行
ふ
」。

（
39
）　
『
福
恵
全
書
』
凡
例
、
第
四
条
「
有
司
以
銭
穀
刑
名
為
重
、
而

刑
名
較
銭
穀
為
尤
重
。
…
…
故
是
集
于
刑
名
一
条
、
更
為
加
意
」。

（
40
）　

和
刻
本
『
福
恵
全
書
』
小
畑
序
「
銭
穀
刑
名
、
義
学
課
芸
、
勧

農
致
養
の
法
、
条
縷
し
て
紊
れ
ず
、
的
然
と
し
て
区
別
し
、
直
ち

に
之
れ
が
掌
を
指
す
。
風
俗
固
よ
り
土
に
因
り
て
異
な
る
と
雖
も
、

之
れ
が
司
牧
為
る
者
、
仁
恵
之
心
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
豈
に

能
く
行
は
る
る
こ
と
を
得
ん
や
」。

（
41
）　
『
牧
民
心
書
』
の
日
本
語
の
解
題
に
は
、
山
口
繁
「「
牧
民
心

書
」
に
つ
い
て
」（『
法
曹
』
五
九
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

な
お
細
井
肇
に
よ
る
訳
書
が
一
九
二
一
年
に
自
由
討
論
社
よ
り
出

版
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）　

山
口
前
掲
論
文
八
頁
。

（
43
）　
『
牧
民
心
書
』
自
序
「
昔
舜
紹
堯
、
咨
十
有
二
牧
、
俾
之
牧
民
。

文
王
立
政
、
乃
立
司
牧
、
以
為
牧
夫
。
孟
子
之
平
陸
、
以
芻
牧
。

喩
牧
民
、
養
民
之
謂
牧
者
、
聖
賢
之
遺
義
也
。
聖
賢
之
教
、
原
有

二
途
。
司
徒
教
万
民
、
使
各
修
身
。
大
学
教
国
子
、
使
各
修
身
而

治
民
。
治
民
者
、
牧
民
也
。
然
則
君
子
之
学
、
修
身
為
半
。
其
半

牧
民
也
。
聖
遠
言
湮
、
其
道
寝
晦
。
今
之
司
牧
者
、
唯
征
利
是
急
、

而
不
知
所
以
牧
之
。
於
是
下
民
羸
困
、
乃
瘰
乃
瘯
、
相
顛
連
以
実

溝
壑
。
而
為
政
者
方
且
鮮
衣
美
食
以
自
肥
。
豈
不
悲
哉
」。

（
44
）　
『
牧
民
心
書
』
発
凡
「
是
書
為
地
方
政
治
家
之
定
北
金
針
、
輔

世
長
民
者
之
絜
矩
玉
尺
。
坦
若
大
道
然
。
兼
之
以
俗
尚
物
情
、
民

風
士
習
。
鉤
深
致
玄
、
淵
雅
荘
穆
。
固
治
平
之
実
学
、
経
済
之
金

鑑
。
雖
古
今
逓
遷
、
山
川
変
易
、
此
心
此
理
、
将
毋
同
」。

（
45
）　

内
藤
吉
之
助
編
『
朝
鮮
民
政
資
料 

牧
民
篇
』
一
九
四
二
年
、

牧
民
篇
例
言
お
よ
び
牧
民
篇
解
説
。

（
46
）　
『
朝
鮮
民
政
資
料 

牧
民
篇
』
六
一
頁
「
清
・
慎
・
勤
三
字
為
治

郡
第
一
根
本
・
大
頭
脳
。
若
持
身
清
潔
、
而
事
事
必
慎
、
事
事
必

勤
、
豈
有
不
治
之
患
乎
」。

（
47
）　
『
朝
鮮
民
政
資
料 

牧
民
篇
』
二
五
頁
。

（
48
）　
『
朝
鮮
民
政
資
料 

牧
民
篇
』
一
八
三
頁
「
古
之
循
良
吏
治
民
之

道
、
無
非
牧
民
心
鑑
一
部
書
出
来
也
。
心
鑑
一
百
有
十
条
、
乃
古

良
吏
李
朱
君
之
所
撰
也
、
固
可
法
於
後
。
而
間
多
有
古
今
異
宜
。

故
抄
得
六
十
条
、
添
之
以
近
俗
便
宜
、
改
其
名
曰
先
覚
」。

（
49
）　

こ
の
ほ
か
政
要
書
と
し
て
『
牧
訣
要
覧
』
一
四
巻
な
る
写
本
が

あ
る
。
内
容
と
構
成
は
ほ
と
ん
ど
『
牧
民
心
書
』
を
下
敷
き
に
し

た
も
の
で
あ
る
が
、「
安
東
人
金
世
均
編
」
と
あ
る
だ
け
で
、
編
者

の
経
歴
と
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。

（
50
）　

目
次
に
は
『
仕
宦
箴
規
集
』
と
あ
る
。



一
六
二

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

（
一
六
二
）　

（
51
）　
『
仕
宦
箴
規
』
序
「
時
江
黄
熙
黙
斎
先
生
任
県
邑
牧
民
之
職
。

文
学
博
優
、
吏
道
精
純
、
其
修
己
治
人
、
涖
職
臨
民
、
時
宜
事
務
、

莫
不
練
達
。
因
思
朝
庭
制
治
立
法
、
教
人
為
人
臣
者
当
欽
訓
以
行

之
。
黙
斎
或
有
不
斉
、
第
恐
仕
者
多
恃
其
才
、
或
迂
儒
俗
士
不
能

体
聖
天
子
訓
導
之
意
、
因
着
述
一
篇
、
目
之
曰
仕
宦
箴
規
」。

（
52
）　
『
仕
宦
箴
規
』
正
心
修
身
「
一
凡
居
官
者
、
先
修
其
身
、
而
後

正
其
人
。
先
正
其
心
、
而
後
行
其
事
。
人
之
善
悪
、
莫
不
由
其
心
。

故
曰
「
心
正
而
後
身
修
、
身
修
而
後
家
斉
、
家
斉
而
後
国
治
、
国

治
而
後
天
下
平
」。
又
曰
「
其
身
正
、
雖
不
令
而
行
」。
其
身
不
正
、

雖
令
不
従
。
能
正
其
身
、
於
従
政
乎
何
有
。
不
能
正
其
身
、
如
正

人
何
。
故
曰
「
政
者
正
也
」。
身
心
既
正
、
其
為
政
也
、
必
政
。
所

為
之
事
、
不
偏
不
倚
、
合
乎
中
庸
之
道
、
寧
不
当
理
。
所
謂
正
之

一
字
、
其
義
大
矣
哉
。
身
正
則
心
不
邪
。
心
正
則
意
不
乱
。
水
正

其
流
必
澄
、
樹
正
其
影
必
直
。
家
正
而
和
、
国
正
而
順
、
君
正
而

聖
、
臣
正
而
忠
、
天
下
之
道
理
、
莫
過
於
此
」。

（
53
）　

東
洋
文
庫
に
は
『
仕
宦
箴
規
』
と
い
う
同
名
別
書
が
同
じ
く
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
焼
付
本
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
全
八
〇
葉

か
ら
な
る
写
本
で
、
元
フ
ラ
ン
ス
遠
東
学
院
の
蔵
書
だ
っ
た
も
の

が
一
九
五
四
年
七
月
十
三
日
に
ハ
ノ
イ
に
移
管
さ
れ
た
と
あ
る
。

収
録
さ
れ
た
内
容
は
前
述
の
『
仕
宦
箴
規
』
と
若
干
異
な
る
も
の

も
少
な
く
な
い
が
、
同
じ
著
者
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
お
そ
ら
く

同
じ
テ
キ
ス
ト
か
ら
抄
写
さ
れ
た
書
と
判
断
さ
れ
る
。


